
今年度の所員紹介 
所 長        藤田 博隆 
次長兼人事課長    鈴木 孝裕 
学校教育課長     矢花 博之 
主任指導主事兼生徒指導班長   小堀 隆弘 
管理主事       菅原 正洋 
管理主事       緑川 和良 
主 査        髙橋 秀治 
主 査        森山 秀一 
主 査        萩谷 正教 
主 査        根本 俊彦 
副主査        雨宮 亮二 
副主査        海野 真理子 
主 査        白石 和広 
会計年度任用職員   村山 利佳 
会計年度任用職員   青山 純子 
主任社会教育主事   渋谷 恭子 
指導主事       倉持 かおり 
指導主事       水野 宏美 
生徒指導班指導主事  二瓶 正樹 
生徒指導班指導主事  鐵  邦昭 
主 査        根本  泰 
主 査        小泉 優子 
主 査        田﨑 嘉子 
主 査        大髙  基 
主 査        西野 泰司 
主 査        小池 洋一 
主 査        大畠 靖子 
主 査        會澤 伯民 
主 査        冨山 秀男 
主 査        滝  人司 
いじめ・体罰解消サポート相談員  根本 光倫 
いじめ・体罰解消サポート相談員  國井 春美 
いじめ・体罰解消サポート相談員  皆川  渉 
埋蔵文化財指導員   和田 清典 
幼児教育指導員    照沼 理恵 
幼児教育指導員    望月 律子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨城県県北教育事務所 
令和８年４月 28日(火) 

第１号 
電話 0294-34-0774 

E-mail:hokukyo@pref.ibaraki.lg.jp 

教育の専門家としての矜持と責任を 
県北教育事務所長 藤田 博隆 

 

令和８年度がスタートして約１か月、子どもたちの夢や希望の実現に向け、日々工夫を重ね、特色ある教育活
動を実践されている先生方に心から感謝申し上げます。 
 今の社会は、不安定な世界情勢や生成ＡＩの進化等により、ますます予測困難な時代になっています。また、
県北管内でも少子高齢化、人口減少が進んでいる状況です。このような先行きが不透明な時代だからこそ、大切
にしなければならないのは、日々の教育という営みです。管内各市が、様々な人が集い、安心して暮らせる街で
あるためにも、各学校がより魅力ある教育活動を実践していく必要があります。そのためにも、先生方にはあら
ためて、自分たちは教育の専門家であるという矜持をもち、子どもたちのために全力で取り組んでほしいと考え
ています。 
 「先生」という職業は、未来ある子どもたちにかかわり、育てるという、他の人にはできない、そしてロボッ
トやＡＩにも任せられない、専門的で特別な職業です。若手からベテランまで、すべての先生方が、「こういう
先生になってみたい」「できた、わかったという時の子どもたちの笑顔が見たい」といった、その職を志した初
心を忘れず、前向きで明るい気持ちで教壇に立つことが、将来を担う子どもたちにとって一番のグッドモデルに
なるはずです。 
そして、矜持と同様に大切なのが、「先生」という職の責任です。子どもたちの期待を決して裏切ってはなら

ないという大きな責任を常に意識し、自らを律していただけたらと存じます。 
県北教育事務所では、今年度も「夢を育み、明日が待たれる 魅力ある学校づくり」を掲げ、先生方が教育の

専門家としての矜持を実感し、日々の教育活動に邁進していけるよう、管内４市と連携してまいります。どうぞ
よろしくお願いいたします。  

 

◆夢を育み 明日が待たれる 魅力ある学校づくり◆ 

令和８年度 県北管内の不祥事の根絶に向けて 

 

「コンプライアンス事故ゼロ」 

～子どもたちと教職員の家族の笑顔のために～ 

 

県全体で処分件数が大幅に増加しています。令和 7 年度は最も重い処分で

ある「免職」が 9 人と令和６年度と比べて倍増しています。 

教育は信頼関係の上に成り立つものです。教職員には「不祥事は絶対に起

こさない」という不退転の強い決意が必要です。 
 

飲酒運転・体罰・盗撮・わいせつ行為の根絶へ 
 

教職員の服務規律の確保と学校事故の未然防止に向け、今年度は特に以下
の徹底をお願いします。 
〇飲酒運転ゼロ 
 「飲酒運転の根絶に向けた確認書」の聴取 R8.3.24 教改第 921 号参照 
〇体罰ゼロ 
 体罰は絶対に許されないという人権意識・人権感覚の醸成 
〇盗撮ゼロ 
 不審なカメラの定期点検 
〇わいせつ行為ゼロ 
 児童生徒と接する際のルールの徹底 
〇学校徴収金事故ゼロ 
 管理職による公金等の確認の徹底 
〇交通法規の遵守と交通事故の未然防止 
〇迅速な初期対応 

 
 
 

 
 

 

 ３０分以内の０報の徹底 
【事故が発生したら、まず電話連絡を】 

管内全ての子どもたちの笑顔のため
に、総勢３６名一致団結して取り組んで
まいります。よろしくお願いいたします。 


